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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎議長挨拶

○議長（西原 浩君） おはようございます。

令和７年第４回定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位には、年末を控え御多忙のところ御出席をいただき厚く御礼を申し上げます。

本年１年を振り返ってみますと、町の執行による好調なふるさと納税により、地場産品

の価値向上や地域経済の活性化が推進されました。

そして、今年度、北海道フロンティアリーグに加盟したプロ野球球団別海パイロットス

ピリッツの誕生により、まちのにぎわいと活気が創出され、別海町の未来に夢と希望をも

たらし、地域の担い手不足の解消に貢献しております。

また、町を代表するイベントは、西別川あきあじまつりは、水産資源の減少により、残

念ながら開催には至りませんでしたが、尾岱沼えびまつり、別海町産業祭、別海町パイ

ロットマラソンは、多くの方々の御支援により盛会に開催されました。

関係する皆さんに心から感謝いたします。

さて、本町では、人口減少や少子高齢化に加え、社会保障対策、産業の振興施策など、

様々な行政課題の解決に向け、総合計画のもと、新年度の予算編成作業が進められている

ことと思います。

議会といたしましても、行政と十分に意思疎通を図りながら、建設的な議論を行い、地

域振興施策の推進に一層努めなければならないと改めて思うところであります。

そのためにも、私どもは、町民の期待にお応えするべく、別海町議会基本条例のもと、

第３期別海町議会活性化計画の基本理念である住民参加と情報共有を議会運営の基本と

し、職務に邁進し、町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与すべく、議員全員で力を合

わせ取り組んでまいります。

その取組の一つとして、町内４地区で地域めぐり懇談会を開催し、テーマを議員定数と

議員報酬、ふるさと納税、ＯＴＯＭＯＮＯ、ふるさと交流館再整備、子ども・子育て支

援、高齢者支援として、地域の皆さんから、町の課題やこれからの方向性について、熱心

に、そして、示唆に富んだ御意見をいただきました。

今後の議会活動の中で、町政の発展につながるよう、町行政と意見を交わしていきたい

と思います。

また、当議会が、一般質問の磨き上げを目的に開催している一般質問検討会議は、全道

全国から視察に訪れる議会も増え、その取組にも注目をいただいているところでありま

す。

今後もよりよい議論ができるようさらに充実を図り、地域課題の解決に努めるとともに、

議会活性化に取り組みながら、住民の皆さんとともに歩む議会を目指し、精いっぱい取り

組んでまいりますので、引き続き、御理解と御協力をお願いいたします。

本日から開会する第４回定例会に提出される議案につきましては、後ほど説明がありま

すが、議員各位におかれましては、町民の皆さんの思いを胸に、活発で建設的な議論を重

ね、議会本来の使命を果たし、議会人としての矜持を保ち、町の未来につながる議決に至

りますようお願い申し上げます。

師走を迎え、一段と冷え込みが厳しくなり、いよいよ冬本番となってまいりましたが、

議員各位には御自愛の上、諸般の議事運営に御協力を賜りますようお願い申し上げまして、
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開会の挨拶といたします。

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（西原 浩君） それでは、会議に入ります前に申し上げます。

本会期中は、報道関係者の写真撮影と、パソコンの使用を許可しております。

庁舎内は、ナチュラル・ビズ・スタイル、年間を通した働きやすい服装が実施されてお

ります。議場内においてもネクタイを着用しないことを許可しておりますので、申し上げ

ておきます。

また、議場内において、体調管理のために必要な、水分の補給を許可しておりますので、

併せて申し上げておきます。

ただいまから、令和７年第４回別海町議会定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は１５名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は４番伊勢議員であります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。

７番横田議員。

○７番（横田保江君） はい。

○議長（西原 浩君） ８番田村議員。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） ９番小椋議員。

○９番（小椋哲也君） はい。

○議長（西原 浩君） 以上、３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議会運営委員会報告

○議長（西原 浩君） 日程第２ 議会運営委員長から委員会の協議概要について報告が

あります。

なお、本件は、報告のみであります。

○議会運営委員長（小椋哲也君） はい。

○議長（西原 浩君） 議会運営委員長。

○議会運営委員長（小椋哲也君） １１月２６日及び１２月２日に開催いたしました議会

運営委員会で、第４回定例会に係る運営等について協議をいたしましたので、その内容に

ついて御報告申し上げます。

第４回定例会に町側から提出されております案件は、全部で３４件であります。

内容は、令和７年度各会計補正予算６件、条例の一部改正が１６件、工事請負契約の締

結が１件、公の施設に係る指定管理者の指定が５件、別海町教育委員会教育長の任命が

１件、別海町教育委員会委員の任命が１件、工事請負契約に係る専決処分の報告が４件で

あります。

これら、提出案件のうち、令和７年度各会計補正予算６件、議案第９２号及び議案第１
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０６号を除いては、委員会への付託は省略し、本会議において、質疑・討論・採決すべき

ものとし、令和７年度各会計補正予算６件については、予算決算審査特別委員会に、議案

第９２号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定については、総務産業常任委員会

に、議案第１０６号別海町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定については

福祉文教常任委員会にそれぞれ付託して、慎重な審査をすべきものと決定いたしました。

また、令和７年度各会計補正予算６件、給与・手当等に係る条例改正５件、上下水道に

係る条例改正２件、工事請負契約に係る専決処分の報告４件については関連がありますの

で、それぞれ一括議題とすることに決定しました。

なお、工事請負契約に係る専決処分の報告につきましては、報告のみであります。

次に会期及び議事日程であります。

第４回定例会の会期は、１２月８日から１２月１２日までの５日間とし、初日には、町

長提出議案の内容説明、質疑を行います。

２日目は、一般質問を行い、３日目と４日目は休会とします。

３日目は、令和７年度各会計補正予算の審査のため、予算決算審査特別委員会を開催

し、予算決算審査特別委員会終了後に、広報・広聴常任委員会を開催します。

また、広報・広聴常任委員会終了後に、総務産業常任委員会、福祉文教常任委員会をそ

れぞれ開催します。

４日目は、３日目に引き続き、総務産業常任委員会、福祉文教常任委員会をそれぞれ開

催します。

５日目最終日は、第３回定例会で付託された、令和６年度各会計決算認定を含めた、各

委員会付託案件の審査結果の報告と、決算認定を含めた町長提出議案の討論・採決を行

い、その後、議員・委員会発議案件等の内容説明・質疑・討論・採決を行うこととして、

決定しました。

次に、一般質問であります。

通告を受理しております一般質問は、田村議員、中村議員、伊勢議員、髙橋議員、吉田

議員、宮越議員、市川議員の７名で、全員が一問一答方式であります。

質問の順番は、会議規則等運用規定に基づき、通告順に行うこととしました。

議員各位、理事者におかれましては、効率的な議会運営と活発な政策議論となるよう、

町民にわかりやすい簡明かつ明確な質問や答弁に配慮されますようお願い申し上げます。

次に、請願・陳情等についてであります。

請願・陳情等に係る対応については、慎重に協議いたしました。

その結果は、お手元に配付のとおりであります。

陳情等の写しは、議員控室で閲覧できますので、賛同される議員は、議員発議により提

出願います。

次に、議員・委員会発議案件であります。

現在、予定されております議員・委員会提出案件は３件であります。

内容は、「北方領土問題の解決促進等を求める意見書案」が松原議員から、「緊急銃猟

制度などヒグマ対策のさらなる推進を求める意見書案」及び「リハビリテーション専門職

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の確保や処遇改善を求める意見書案」が福祉文

教常任委員会から、それぞれ提出されるもので、定例会最終日に提案することとなってお

ります。

最後に反問権、発言の機会の付与についてですが、町長ほか職員が、議長の許可により
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議員の質問に対し、論点を明確にするためのもので、議会での議論が活性化し、議論のポ

イントを町民の皆様に解りやすくするために導入したものであります。

町長をはじめ執行機関並びに議員各位には、その趣旨を十分御理解いただきますようお

願いいたします。

以上で、議会運営委員会で協議しました内容の報告といたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 会期決定の件

○議長（西原 浩君） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの５日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から１２月１２日までの５日間と決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 諸般の報告

○議長（西原 浩君） 日程第４ 諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付のとおりであります。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 行政報告

○議長（西原 浩君） 日程第５ 行政報告を行います。

町長。

○町長（曽根興三君） おはようございます。

本日、令和７年第４回の町議会定例会を招集させていただきました。

議員の皆様方におかれましては、年の暮れとなりまして、何かと御多忙な時期にはなっ

ておりますけれども、本日、１５名の議員の皆様方に御出席をいただき大変ありがとうご

ざいます。

定例会開会に当たりまして、行政報告を申し上げます。

初めに、９月の第３回定例会以降、この１２月までの間に行った主な要請活動でござい

ます。

まず、防衛関連でございますけれども、１０月２日に本町単独で、さらには、１０月２

８日には、矢臼別演習場周辺自治体協議会、また、１１月６日には北海道自衛隊駐屯地等

連絡協議会の枠で、３度自民党及び防衛省に対しまして、防衛施設周辺整備や、矢臼別演

習場の運用に伴う諸対策の充実、また、駐屯地隊員への待遇改善というようなことを、要

請しております。

次に、農業関係でございますけれども、１１月１８日北海道公社営畜産事業推進協議

会、それと北海道酪農振興町村長会議、この二つの合同で農林水産大臣及び北海道選出国

会議員に、酪農畜産対策に関する要請を行っております。

次に、北方領土返還要求運動でございますけれども、１２月１日、北方領土を隣接地域

振興対策根室管内市町連絡協議会の枠組み、これは北隣協と申しますけれども、この枠組

みで、東京都内でのアピール行動を実施するとともに、内閣総理大臣及び外務大臣に、対

ロシア交渉の継続、それから、墓参の再開等について、要請を行っております。
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また、国道２７２号、これは西春別から阿歴内の間ですけれども、この交通安全対策、

これは昨年、本年、接触事故が何度か起きたというようなこともありまして、追越し車線

の増設してくれというような内容でございますけれども、これは、１２月２日に根室管内

総合開発期成会の中で、トライアングル構想ということで２７２号と４４号、さらには根

中線のこの三つの道路の改良、促進を要請しておりますけれども、この枠組みの中で、国

土交通省に対しまして、２７２号の追越し車線について要請をしております。

そのほか、地方自治に関する支援、さらには、土地改良等の農業関係の支援、これらを

要請するために、東京で行われました全国大会にも、何度か出席をして要請活動を行って

おります。

続いて除雪についてでございます。

師走に入りまして本格的な除雪の時期を迎えておりますけれども、本年度の除雪体制で

ございます。

先月までに２６業者と契約を締結しまして、町有車及び民有車合わせて７９台の除雪体

制を整えております。

それから次に、産業の動向についてでございます。

酪農畜産の情勢でございますけれども、町内の生乳生産量は、本年１月から１０月末ま

でで、４０万８,０００トン、これは対前年比で９９.８％、生産額で言いますと４９４億

４,０００万円、これは対前年比で１００.１％になっております。

どちらも昨年と同程度でございますけれども、乳価が１キロ当たり過去最高の１２３円

となっておりますので、それで若干、生産額は上がってるかなという状況でございます。

また、来年度の北海道における生乳生産目標数値でございますけれども、前年度目標額

の４０３万トンを最低水準として、生産抑制はようやく回避していく状況にはなっており

ますが、生産資材の高止まりや今後の生乳の需要の動向等が、大変不透明なところですの

で、今般も、某乳用会社の本社等に行ってその動向、それから乳業会社における、需要の

喚起というようなことについてお願いをしておりますけれども、これらをしっかりと、こ

れから注視していかなきゃならないと、そういうようなことを考えております。

続きまして、本年度の牧草の収穫状況でございますけど、今年は大変気候はいい日が続

きまして、１番草は平年よりも５日早く、そして２番草も、平年より１日早く収穫を終了

しております。

反当たりの収量でございますけれども、１０アール当たりで申し上げますと、１番草が

２,３８４キログラム、２番草が１,２５６キログラム、合計で３,６４０キログラム、これ

平年に比べまして、１１３.１％、若干増えております。

また、飼料用のトウモロコシでございますけれども、この収量は１０アール当たり露地

栽培で６,１０２キログラム、これも平年比では１１３.１％。

大変、増量される、いい年ではございますけれども、ただ、暴風被害、これがありまし

て、倒れることによって収穫ができなかったというような農家も多数出ております。

それがあっても例年よりも、１割程度増えたということで、これからも自給飼料をしっ

かり取り組んでいかなきゃならないという対策の一環として、大変いい結果が出ているな

というふうには考えております。

次に、生乳生産農家の戸数でございますけれども、１２月１日現在で２３戸が離脱して

おります。

そこで６戸が新規就農しておりまして、全体では５２８戸になっております。
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次に水産業の状況でございます。

本町の大宗漁業であります秋サケ定置網漁でございますけれども、これは昭和４０年以

降の過去最低の水揚げ量となっておりまして、１１月１３日で操業を終わらせましたけれ

ども、漁獲数量で言いますと、野付漁協が対前年比１８％、数量で２２０トン、別海漁協

が対前年比で２２％、これで重さで言いますと、７５トンと、町全体では対前年比１８％

の２９５トンでございます。

金額では、値段が高いというようなことで対前年比２８％の４億４,０００万円となって

おりまして、ただやはり、過去類のない記録的な大不良だったという年でございました。

町としましても、漁業資材価格の高止まりに加えまして、長引く不漁の影響などを考慮

して、定置や、漁業者をはじめとする漁家経営の安定を図るために、さらなる追加支援が

必要であると考えております。

次に、商工業と観光についてでございます。

１１月末現在の主な中小企業振興事業の実施状況でございますけれども、町内建築業者

の受注機会確保、これを目的としました地域貢献中小企業支援事業でございます。

エコ暖房等の内装改装などを支援する事業でございますけれども、これは１０６件の申

請がありまして、前年と比べまして、６４件増と大きく増加しております。

町の小さな工務店の方々も、この事業があって大変仕事がつながったと、そういうよう

な声も聞いております。

また、開業支援等を目的としました起業家の支援事業、これは１０件の申請がありまし

て、これも昨年と比較しまして、５件増加しております。

商店街の活性化を目的としました、にぎわい商店街創造事業、これは７件の申請があ

り、これは昨年と比較して１件増加としております。

全体的には商工業不況ではありますけれども、少し活を入れることができたのかなと、

そんな事業の状況でございます。

次に観光でございますけれども、１０月末までの観光客入り込み数は、概数３２万５,７

７４人、これは前年同期と比べまして、３万７,０００人ほど増加しております。

産業祭の２日目や、あきあじまつりが中止となったようなことがありますけれども、２

年ぶりのえびまつり開催や観光施設の入り込み数は増えていることなどで、増加の要因が

あったというふうに考えております。

今後は、冬季間の観光資源であります、氷平線ツアー、またはアイスマラソン等に期待

を寄せているところでございます。

また、本年第３回定例会閉会挨拶の中で、本町出身で大阪毎日放送のアナウンサーであ

ります前田春香さんが、新たに別海町観光大使に決定したことを御報告させていただきま

したが、今日の釧路新聞に掲載されておりました、写真入りで入っておりますけれども、

このように、１１月の２２日、２３日、友好都市であります枚方市のお祭りであります、

枚方市友好都市交流都市物産展、この会場で、前田さんへ委嘱状の交付式を行いまして、

そのことが、釧路新聞、また、先月は道新に載ったと思いますけれども、大変前田さん

は、関西方面で人気のある方でして、私と一緒にいましたら、「前田さんだ、前田さん

だ」というような、来場者の方々から声をいただきまして、これは別海町を関西で売り込

むための、大変重要な方だなというような思いを抱いております。

以上をもちまして、行政報告とさせていただきます。

上程されている議案の内容説明につきましては、担当部署から行いますので、慎重審議
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の上、御同意頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 提出案件の概要説明

○議長（西原 浩君） 日程第６ 提出案件の概要について説明があります。

○副町長（浦山吉人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 副町長。

○副町長（浦山吉人君） それでは、本定例会に提出をいたしました、議案等について、

その概要を説明させていただきます。

なお、提案理由につきましては、議案等が上程された際に、詳細を説明いたしますの

で、私からは概略の説明とさせていただきます。

提出をいたしました案件は、議案が２８件、同意が２件、報告が４件です。

議案第８５号は、一般会計補正予算です。

令和７年人事院勧告に伴う職員経費関係の増をはじめ、一部特別会計、企業会計、事務

組合における人件費分の繰り出し関係経費の増及び一部公共施設の燃料費や、光熱水費の

不足見込額による増など、いわゆる経常経費の増額に加え、本年度も堅調に推移をしてお

ります、ふるさと応援寄附金に係る事業費の増のほか、著しい秋サケ漁低調の影響を受け

る漁業関係者への支援事業など、臨時経費の計上により、５５億８,４２０万円を増額補正

するものです。

議案第８６号は、国民健康保険特別会計補正予算で、前年度決算繰越金の計上のほか、

国保財調積立額の減など経費の精査により、所要の補正を行うとするものです。

議案第８７号は、介護サービス事業特別会計補正予算で、前年度繰越金の計上のほか、

エアコン整備を行う老人保健施設改修事業や、人事院勧告に伴う給与等の増額などによ

り、所要の補正を行おうとするものです。

議案第８８号は、町立別海病院事業会計補正予算で、医業収益の減を一般会計からの負

担金等で補う、病院事業収益の組替えのほか、人事院勧告に伴う、給与費等の増額など、

支出額の精査により、所要の補正をしようとするものです。

議案第８９号は、水道事業会計補正予算で、職員給与の改定に伴う精査や、企業債利息

の利率修正により、所要の補正を行うものです。

議案第９０号は、下水道等事業会計補正予算で、職員給与の改定に伴う精査のほか、社

会資本整備総合交付金事業の減、漁業集落排水事業の増など、所要の補正を行おうとする

ものです。

議案第９１号別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地

方公共団体情報システムの統一標準化について、基準に適合する基幹業務システムへの移

行に伴い、個人番号の独自利用を行う事務を連携させるために、条例による定めが必要と

なることから、所要の改正を行おうとするものです。

議案第９２号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定については、町民税及び固定

資産税の納期について、現在の３期から、納付しやすい環境を整えるため、４期に改正を

行うものです。

議案第９３号から議案第９７号の５件の一部改正は、令和７年人事院勧告に伴い、別海

町議会議員、特別職及び教育長、別海町職員、並びに第１号会計年度任用職員の手当など



- 13 -

の支給率を引き上げるなど、所要の改正を行うものです。

議案第９８号別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

は、町民の生命、健康に直結する職務を担う医師について、専門性の高さや人材確保の困

難性に鑑み、定年年齢を引き上げることとし、所要の改正を行うものです。

議案第９９号別海町手数料条例の一部を改正する条例の制定については、自治体情報シ

ステムが標準化をされ、窓口で交付される住民票について、コンビニ多機能端末等と同様

の様式となることや、本条例で引用する法律名称の改正に伴い、所要の改正を行うもので

す。

議案第１００号別海町立へき地保育園条例の一部を改正する条例の制定については、令

和７年度末をもって、西春別へき地保育園及び本別海へき地保育園が閉園となることに伴

い、所要の改正を行うものです。

議案第１０１号別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例の制定については、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の改正をするものです。

議案第１０２号別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例の制定について

は、里帰り出産などで一時的に町内へ滞在している妊産婦への支援を提供するため、サー

ビスの利用を可能とするよう、所要の改正を行うものです。

議案第１０３号別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、及び議

案第１０４号別海町下水道等条例の一部を改正する条例の制定については、本町内で災害

その他非常の場合において、他の市町村長が指定をした工事事業者についても、復旧工事

を行わせることができるよう、所要の改正を行うものです。

議案第１０５号別海町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定については、令和７

年度末をもって、西春別小学校及び西春別中学校が閉校となることに伴い、所要の改正を

行うものです。

議案第１０６号別海町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定については、

協議会に求められる役割を明確化するよう、所掌事務を追加するなど、所要の改正を行う

ものです。

議案第１０７号工事請負契約の締結については、１１月２７日に入札を行った工事のう

ち、予定価格が１件５,０００万円を超えるものについて、議会の議決を求めるものです。

議案第１０８号から議案第１１２号までの５件は、公の施設に係る指定管理者の指定に

ついてになります。

令和８年３月３１日をもって指定管理期間が満了するケアハウスみどり野、西春別デイ

サービスセンター、高齢者生活ハウス、酪農研修牧場、総合スポーツセンター各施設につ

いて、令和８年４月１日からも引き続き指定管理者による管理とするため、議会の議決を

求めるものです。

同意第４号は、別海町教育委員会教育長の任命についてです。

令和８年２月１５日をもって、教育長の相澤要氏が任期満了となるため、引き続き相澤

氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものです。

同意第５号は、別海町教育委員会委員の任命についてです。

令和７年１２月２１日をもって、教育委員会委員１名が任期満了となるため、引き続

き、同委員を選任いたしたく、議会の同意を求めるものです。

最後に、報告第１７号から報告第２０号、専決処分の報告についての４件は、工事請負
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契約の一部を変更する必要が生じ、専決処分を行ったことから、その内容について報告を

するものです。

以上で、提出いたしました議案の概要説明とさせていただきます。

御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。

──────────────────────────────────

◎委員会付託省略の議決

○議長（西原 浩君） ここでお諮りします。

本定例会に提出されております議案第９１号、議案第９３号から議案第１０５号、議案

第１０７号から議案第１１２号までの２０件及び同意第４号と同意第５号の２件、合わせ

て２２件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略した

いと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９１号、議案第９３号から議案第１０５号、議案第１０７号から議

案第１１２号までの２０件及び同意第４号と同意第５号の２件、合わせて２２件について

は、委員会の付託は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第８５号から日程第１２ 議案第９０号まで

○議長（西原 浩君） 日程第７ 議案第８５号令和７年度別海町一般会計補正予算（第

５号）、日程第８ 議案第８６号令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）、日程第９ 議案第８７号令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）、日程第１０ 議案第８８号令和７年度町立別海病院事業会計補正予算（第２

号）、日程第１１ 議案第８９号令和７年度別海町水道事業会計補正予算（第２号）、日

程第１２ 議案第９０号令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算（第２号）の６件に

ついては、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

この６件の補正予算については、予算決算審査特別委員会に付託し、詳細な審査をした

いと考えておりますので、内容については、要点のみにとどめて説明願います。

それでは初めに、議案第８５号令和７年度別海町一般会計補正予算（第５号）の説明を

求めます。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 経営管理部長。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） 議案第８５号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度別海町一般会計補正予算書の１ページをご覧ください。

令和７年度別海町一般会計補正予算（第５号）。

令和７年度別海町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５億８,４２０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４２５億１,６９０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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第２条、繰越明許費の補正。

繰越明許費の追加・変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

第３条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の追加・変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

第４条、地方債の補正。

地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

２ページにお進みください。

第１表、歳入歳出予算補正で、補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

９款、国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で３３３万円の増。

１１款、地方交付税、１項で３,６００万円の減。

１４款、使用料及び手数料、１項と２項で４８３万８,０００円の増。

１５款、国庫支出金、１項から３項で１,８６４万３,０００円の増。

１６款、道支出金、２項で１,７８１万４,０００円の増。

１７款、財産収入、１項で４７１万２,０００円の増。

１８款、寄附金、１項で５０億３,０１０万円の増。

１９款、繰入金、１項で５億８,５７６万７,０００円の増。

２１款、諸収入、５項で５９９万６,０００円の増。

２２款、町債、１項で５,１００万円の減。

歳入合計で、５５億８,４２０万円の追加です。

３ページにお進みください。

歳出です。

１款、議会費、１項で１５万２,０００円の増。

２款、総務費、１項と４項で５３億４,６８５万８,０００円の増。

３款、民生費、１項と２項で４,４７２万６,０００円の増。

４款、衛生費、１項で３,３８３万４,０００円の増。

６款、農林水産業費、１項から４項で９,９５９万９,０００円の増。

７款、商工費、１項で２,６３８万１,０００円の増。

８款、土木費、１項と２項及び４項で３,５４６万４,０００円の減。

９款、消防費、１項で５１６万１,０００円の増。

１０款、教育費、４ページにわたりまして、１項から３項及び５項と６項で２,４１８万

６,０００円の増。

４ページにお進みいただきまして、１３款、給与費、１項で３,８７６万７,０００円の

増。

歳出合計で５５億８,４２０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ４２

５億１,６９０万円とするものです。

５ページにお進みください。

第２表、繰越明許費補正で、２件の追加及び１件の変更となります。

まず、追加です。

２款、総務費、１項、総務管理費、域内循環拠点維持・確保緊急対策事業は、企業誘致

として旧別海中学校校舎跡に食肉加工業者の進出が具体化し、当該企業のスタートアップ

に係る加工機器の導入及び施設整備費に対しまして、４,０００万円の補助を予定するもの
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ですが、年度内に完了しない見込みのため、繰越したいとするものです。

３款、民生費、１項、社会福祉費、老人保健施設整備費等繰出事業は、老人保健施設に

エアコンを設置する事業費について、一般会計から介護サービス事業特別会計に対し繰出

すものですが、工期を翌年度までと予定しておりまして、年度内に完了しない見込みのた

め、金額を３,３００万円として、設定するものです。

次に変更です。

２款、総務費、１項、総務管理費、移住促進事業、移住者用住宅確保対策事業は、近年

の水産加工業界における人材マーケットの競争激化を背景に、外国人労働者を確保するた

めのアパート新築に対し補助を予定するものですが、年度内に完了しない見込みのため補

正前の額２億８,８７５万円に当該２億３,１００万円を追加いたしまして、補正後の額を

５億１,９７５万円とするものです。

６ページにお進みください。

第３表、債務負担行為の補正で、７件を追加と２件の変更です。

まず、追加です。

１件目、大家畜特別支援資金利子補給補助金及び、２件目の酪農・肉用牛担い手緊急支

援資金利子補給事業は、酪農業等の経営の安定を目的とした借換資金に対し、北海道と町

が一定の割合で利子補給を行うもので、期間は何れも令和８年度から令和３２年度までの

２５年間、限度額は、大家畜特別支援資金利子補給補助金は５０万円、酪農・肉用牛担い

手緊急支援資金利子補給事業は、４０５万円とするものです。

３件目、義務教育学校整備事業は、今後におきまして計画している基本設計の委託業者

選定にあたりましては、公募による応募者の提案内容を比較し、最も良い案を選ぶ方式で

あるプロポーザル方式を採用する予定でおります。本件は、このプロポーザル方式を行う

際の、仕様書作成等の支援業務を委託するもので、期間は令和８年度、限度額は３１２万

４,０００円とするものです。

４件目からは、令和７年度で指定管理期間が満了します公の施設に係る指定管理者に対

する委託料です。

これにつきましては、別の議案としても提出させていただいておりますが、４件の何れ

の施設も、翌年度以降も引き続き指定管理を予定するに当たり、必要となる指定管理委託

料について債務負担行為の設定をするものです。

別海町ケアハウスみどり野の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間、限度

額は３億３,０９４万７,０００円、次の別海町高齢者生活ハウスの期間は、令和８年度か

ら１２年度までの５年間、限度額は８,５８６万９,０００円、次の西春別デイサービスセ

ンターの期間は、令和８年度から１２年度までの５年間、限度額は７,０２９万４,０００

円、次の別海町総合スポーツセンターの期間は、令和８年度から令和１０年度までの３年

間、限度額は４億４６５万２,０００円とするものです。

次に変更です。

１件目の塵芥収集車購入事業は、納車が令和９年度となることが見込まれること、また

今般の物価上昇等により設計価格が増額いたしましたことから、期間を令和８年度から令

和９年度の２年間に、限度額を２,７０１万６,０００円から２,７８０万８,０００円に変

更するものです。

２件目の中小企業振興資金利子補給補助金は、中小企業融資制度に基づく融資額の増加

に伴い利子補給補助金の債務負担額を変更するもので、期間に変更はありませんが、限度
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額を１,２９４万４,０００円から１,７５５万３,０００円とするものです。

７ページにお進みください。

第４表、地方債補正で、１３件の変更です。

今回の変更につきましては、支出見込額の精査に伴う借入限度額の調整増減となります

ので、１件ごとの説明は省略させていただきます。

一番下の合計になりますが、補正前の限度額、１６億１,１２０万円から５,１００万円

を減額し、補正後の限度額を１５億６,０２０万円とするものです。

続きまして、９ページから４８ページまでの「歳入歳出補正予算事項別明細書」の説明

は、全て省略させていただきまして、４９ページの「補正予算給与費明細書」をご覧願い

ます。

４９ページ、補正予算給与費明細書です。

１の特別職で、下段の比較の欄で説明いたします。

はじめに、長等は、期末手当で１２万３,０００円の増、共済費で１万８,０００円の

減、合計で１０万５,０００円の増。

議員は、期末手当で１５万２,０００千円の増。

その他の特別職は、職員数が４人の減、報酬で４２万５,０００円の減とするものです。

５０ページにお進みください。

２の一般職（１）総括で、こちらも比較の欄で説明いたします。

職員数は、１０人の減です。

給与費のうち、報酬は、１,２００万円の増、給料は、４,４００万円の減、職員手当

は、２９６万５,０００円の増、給与費の合計では、２,９０３万５,０００円の減、共済費

は、６,８４４万７,０００円の増、合計で３,９４１万２,０００円の増となるものです。

下の表、職員手当の内訳は、各種手当の増減内容となっております。

５１ページのア、会計年度任用職員以外の職員、５２ページのイ、会計年度任用職員、

続く５３ページの（２）給料及び職員手当の増減額の明細、５４ページから５６ページま

での（３）給料及び職員手当の状況につきましては、説明を省略させていただきます。

以上で、議案第８５号、一般会計補正予算の内容説明といたします。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第８６号令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）の説明を求めます。

○保健生活部次長（谷村将志君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部次長。

○保健生活部次長（谷村将志君） 議案第８６号の内容について説明いたします。

令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。

令和７年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによ

る。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２６億５,５７０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。
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第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

初めに歳入です。

２款、国庫支出金、本款は新設科目になります。

１項で８６万８,０００円の増。

６款、繰越金、１項で１１３万２,０００円の増。

歳入合計で２００万円の追加です。

次に下段、歳出です。

同じく、補正額の欄で申し上げます。

１款、総務費、２項で１０万円の増。

５款、基金積立金、１項で１１５万５,０００円の減。

６款、諸支出金、１項で３０５万５０００円の増。

歳出合計で２００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億５,５７

０万円とするものです。

次の３ページから８ページにかけての歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略をさ

せていただきます。

以上で議案第８６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第８７号令和７年度別海町介護サービス事業特別会計

補正予算（第３号）の説明を求めます。

○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 老人保健施設すこやか事務長。

○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） 議案第８７号の内容について説明いたし

ます。

別冊の令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算書１ページをお開きくださ

い。

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）。

令和７年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）は次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５億８,１７０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越し明許費。

地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経

費は、「第２表 繰越明許費」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

最初に歳入です。

３款、繰入金、１項で４０２５万６,０００円の増。

４款、繰越金、１項で３１万５,０００円の増。
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５款、諸収入、１項で４２万９,０００円の増。

歳入合計で４,１００万円の追加です。

次に歳出です。

１款、介護サービス事業費、１項で３,３２１万７,０００円の増。

３款、給与費、１項で７７８万３,０００円の増。

歳出合計で４,１００万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ５億８,

１７０万円とするものです。

３ページにお進みください。

第２表、繰越明許費で１件を設定するものです。

１款、介護サービス事業費、１項、介護サービス事業費、老人保健施設整備事業は、暑

熱対策としてエアコンを増設する工事について、年度内に完成しない見込みのため、金額

を３,３００万円として設定するものです。

５ページから１３ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略させていた

だきます。

１５ページをお開きください。

補正予算給与費明細書です。

１、一般職（１）総括です。

上の表の下段、比較の欄で説明します。

職員数は、一般職が２名の減です。

給与費のうち報酬は１００万円の増。

給料は９０万円の減。

職員手当は２３５万１,０００円の増。

給与費合計で２４５万１,０００円の増。

共済費は５２２万２,０００円の増。

合計で７６７万３,０００円の増となるものです。

下の表、職員手当の内訳は各種手当の増減内容となっております。

１６ページのア、会計年度任用職員以外の職員、１７ページのイ、会計年度任用職員、

１８ページの（２）給料及び職員手当の増減額の明細、１９ページから２１ページの

（３）給料及び職員手当の状況につきましては、説明を省略させていただきます。

以上で議案第８７号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

──────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議案第８８号令和７年度町立別海病院事業会計補正予算（第２号）の説明を求めます。

○病院事務課長（ 木直人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務課長。

○病院事務課長（ 木直人君） 議案第８８号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度町立別海病院事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和７年度町立別海病院事業会計補正予算（第２号）。

第１条、総則。
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令和７年度町立別海病院事業会計の補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

予算第２条の業務の予定量を次のとおり改める。

２項、年間患者数。

１号、入院、４７８人減で１万８,５０２人とする。

２号、外来、５,６０５人減で６万４,６９２人とする。

３項、１日平均患者数。

１号、入院、１人減で５１人とする。

２号、外来、２３人減で２６８人とする。

第３条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入の１款、病院事業収益、１項と２項合わせて１,４７３万円を増額し、合計で２２億

９０２万２,０００円とする。

次に支出の１款、病院事業費用、１項で６,５６９万８,０００円を増額し、合計で２４

億１,３７４万６,０００円とする。

２ページをお開きください。

第４条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億３,５１３万５,０００円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,９３０万４,０００円、過年度分損益勘定留

保資金９,９７３万円及び当年度分損益勘定留保資金１,６１０万１,０００円で補填するも

のとする。

収入の１款、資本的収入は、２項で５,２７０万円を減額し、合計で２億４,０００円と

する。

次に、支出１款、資本的支出は、１項で２,１２９万８,０００円を減額し、合計で、３

億３,５１３万９,０００円とするものです。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第７条に掲げる経費を次のとおり改める。

１号、職員給与費４,０８６万５,０００円を増額し、１０億８,３６８万５,０００円と

する。

第６条、棚卸資産の購入限度額。

予算第９条に掲げている棚卸資産の購入限度額２億６,１４０万円を、２億７,８４０万

円に改める。

３ページから８ページの令和７年度町立別海病院事業会計補正予算実施計画及び補正予

算実施計画説明書の説明は省略いたします。

９ページをお開きください。

令和７年度補正予算町立別海病院事業会計予定キャッシュフロー計算書（間接法）で

す。

現金の流れを示した表になります。

右側下段の部分で説明いたします。

下から３行目、資金増減額の見込みで１億９１９万９,０００円の減額となり、最下段、

資金期末残高で４,０２３万４,０００円となる予定です。
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１０ページをお開きください。

補正予算給与費明細書です。

１総括。

下段の比較の合計欄で説明いたします。

職員数、一般職で６人の増です。

給与費は、給料１,８８０万７,０００円の増、報酬賃金３,５１４万１,０００円の減、

手当３,０８８万８,０００円の増、給与費計で１,４５５万４,０００円の増。

法定福利費２,６３１万１,０００円の増、合計で４,０８６万５,０００円の増となりま

す。

以下、手当の内訳から１４ページまでの説明は省略いたします。

１５ページをお開きください。

令和７年度町立別海病院事業予定損益計算書です。

右下、下から３行目を御覧ください。

当年度純損失の見込み、１億５,５１５万９,０００円となる見込みで、１番下の当年度

未処理欠損金が、２９億３,６２６万１,０００円となる見込みです。

１６ページの令和７年度町立別海病院事業予定貸借対照表と１７ページの注記表の説明

は省略させていただきます。

以上で議案第８８号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第８９号令和７年度別海町水道事業会計補正予算（第

２号）の説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第８９号の内容を説明いたします。

別冊の令和７年度別海町水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町水道事業会計補正予算（第２号）。

第１条、総則。

令和７年度別海町水道事業会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款、水道事業収益、２項で５０４万９,０００円を減額し、１１億１,２１４万３,００

０円とするものです。

続いて収益的支出です。

１款、水道事業費用、１項と２項で２８５万１,０００円を増額し、１０億３８４万８,

０００円とするものです。

第３条、資本的支出。

予算第４条の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、４億３,４０４万１,０００円は、減

債積立金２億２,４３１万３,０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額

４,８８１万４,０００円、過年度分損益勘定留保資金１億６,０９１万４,０００円で補填

するものとする。

資本的支出です。
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１款、資本的支出、１項で９４万４,０００円を増額し、７億７,４４２万６,０００円と

するものです。

第４条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。

１号、職員給与費３５７万１,０００円を増額し、６,０８２万円とするものです。

３ページから５ページにかけての補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略い

たします。

続いて６ページをお開きください。

令和７年度別海町水道事業予定キャッシュフロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。

下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

９,３３１万７,０００円の減額となり、最下段の資金期末残高は２９億１,１３４万３,

０００円となる予定です。

次に、７ページにお進み願います。

補正予算給与費明細書です。

１総括。

上の表の下段、比較の合計欄で説明いたします。

職員数に増減はありません。

給与費、給料８５万９,０００円の増、手当１３２万１,０００円の増、給与費計で２１

８万円の増の予定となります。

法定福利費１３９万１,０００円の増となり、合計で３５７万１,０００円の増の予定と

なります。

以下、手当の内訳から９ページまでの各項目に係る説明については省略をさせていただ

きます。

次に１０ページをお開き願います。

令和７年度別海町水道事業予定損益計算書です。

下から４行目を御覧ください。

当年度純利益の見込みです。

７,０１６万３,０００円となる見込みであり、最下段の当年度未処分利益剰余金は２億

９,４４７万６,０００円となる見込みです。

次の１１ページ、令和７年度別海町水道事業予定貸借対照表と１２ページの注記表の説

明は省略をさせていただきます。

以上で議案８９号の内容説明といたします。

○議長（西原 浩君） 最後に、議案第９０号令和７年度別海町下水道等事業会計補正予

算（第２号）の説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第９０号の内容説明をいたします。

別冊の令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算（第２号）。

第１条、総則。
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令和７年度別海町下水道等事業会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款、下水道事業収益、２項で３,１４８万円を減額し、７億７８９万１,０００円とす

るものです。

続いて収益的支出です。

１款、下水道事業費用、１項で５,５７０万４,０００円を減額し、５億９,１９６万５,

０００円とするものです。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１億５,６０１万円は消費税及び地方

消費税資本的収支調整額３２１万２,０００円、過年度分損益勘定留保資金３,１３９万３,

０００円、現年度分損益勘定留保資金７４７万９,０００円、現年度分利益剰余金１億１,

３９２万６,０００円で補填するものとする。

資本的収入です。

１款、資本的収入、１項と２項で４０２万円を増額し、３億７３万４,０００円とするも

のです。

資本的支出です。

１款、資本的支出、１項で４９８万５,０００円を増額し、４億５,６７３万５,０００円

とするものです。

２ページをお開きください。

第４条、企業債。

予算第５条で定めた起債の限度額を次のように改める。

変更です。

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業は、事業費の確定見込みによるもので、限度

額１億１,４４０万円から３３０万円を減額し、１億１,１１０万円とするものです。

続いて下段の漁業集落排水事業は、事業費の追加配分に伴う増額によるもので、限度額

２,１８０万円から５５０万円を増額し、２,７３０万円とするものです。

なお、二つの事業とも、起債の方法、利率、償還の方法については変更がありませんの

で、説明を省略させていただきます。

合計で、補正前限度額１億４,７２０万円から２２０万円を増額し、補正後の限度額を１

億４,９４０万円とするものです。

第５条、議会の議決を経なければ流用できない経費。

予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

１号、職員給与費２７０万１,０００円を増額し、４,６８７万７,０００円とするもので

す。

３ページから５ページにかけての補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略い

たします。

続いて６ページをお開きください。

令和７年度別海町下水道等事業予定キャッシュフロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。
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下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

１,０２８万１,０００円の増額となり、最下段の資金期末残高は１億４,９７３万５,０

００円となる予定です。

次に、７ページにお進みください。

補正予算給与費明細書です。

１総括。

上の表の下段、比較の合計欄で説明いたします。

職員数に増減はありません。

給与費、給料７７万６,０００円の増、手当１２１万８,０００円の増、給与費計で１９

９万４,０００円の増の予定となります。

法定福利費７０万７,０００円の増となり、合計で、２７０万１,０００円の増の予定と

なります。

以下、手当の内訳から９ページまでの各項目に係る説明については省略をさせていただ

きます。

続いて１０ページをお開き願います。

令和７年度別海町下水道等事業予定損益計算書です。

下から３行目を御覧ください。

当年度純利益の見込みです。

９,９５９万９,０００円となる見込みであり、最下段の当年度未処分剰余金は、１億２,

７６７万６,０００円となる見込みです。

次の１１ページ、令和７年度別海町下水道等事業予定貸借対照表と１２ページから１３

ページの注記表についての説明は省略をさせていただきます。

以上で議案第９０号の内容説明といたします。

○議長（西原 浩君） 以上で議案第８５号から議案第９０号までの令和７年度別海町各

会計補正予算の６件についての内容説明が終わりました。

お諮りします。

ただいま上程中の令和７年度別海町各会計補正予算の６件については、予算決算審査特

別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって議案第８５号から議案第９０号までの６件については、予算決算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま、全員による予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での質疑

は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────
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◎日程第１３ 議案第９１号

○議長（西原 浩君） 日程第１３ 議案第９１号別海町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○情報広報課長（山田哲哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 情報広報課長。

○情報広報課長（山田哲哉君） 議案第９１号別海町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、内容を説明いたします。

議案書は７ページから１６ページ、議案資料は１ページから１０ページです。

初めに本条例の改正の要旨について説明いたします。

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律において、原則令和７年度末までに、

地方公共団体は標準準拠システムへ移行することを目指すとされており、本町において

は、令和８年２月２３日に移行することで準備を進めているところです。

これに伴い、本町で定める別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例において、標準準拠システムに

実装された住登外者宛名番号管理機能を用いる住登外者宛名番号に付番管理する事務が、

独自利用事務を指す準法定事務に該当することを明記する必要があることから、条例の一

部を改正しようとするものです。

なお、議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料により説明いたしますので、議

案資料１ページをお開きください。

新旧対照表です。

右の欄が改正前、左の欄が改正後の条文で、下線部分が改正箇所となります。

第４条では、個人番号の利用範囲を定めていますが、改正前、第４条第１項中、特定個

人番号利用事務の次に「並びに町の執行機関が第４項の規定により同項に規定する住登外

者宛名情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う法別表の下欄に掲げる事

務及び法第９条第１項に規定する準法定事務」を加え、同条中、第４項を第５項とし、第

３項の次に、第４項として、「町の執行機関は、法別表の下段に掲げる事務又は法第９条

第１項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために

利用する情報システムの機能であって住登外者（町の住民基本台帳に記録されていない者

をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下「住登外者宛

名番号管理機能」という。）による住登外者の情報の管理に関する情報（以下「住登外者

宛名情報」という。）であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。」

を加えるものです。

２ページにお進みください。

３ページ中段までが別表第１となりますが、この表の最下段に、１２項として、執行機

関の欄に「町長」、事務の欄に「住登外者宛名管理機能による住登外者の情報の管理に関

する事務であって規則で定めるもの」を加えるものです。

また、３ページ中段から１０ページまでの別表第２、各項の特定個人情報の欄に、それ

ぞれ「住登外者宛名情報であって規則で定めるもの」を加えるものです。

最後に、１０ページの下段、附則です。
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「この条例は、令和８年２月２３日から施行する。」とするものです。

以上で議案第９１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第９１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第９２号

○議長（西原 浩君） 日程第１４ 議案第９２号別海町町税条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（松田勝広君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（松田勝広君） 議案第９２号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定

について内容を説明いたします。

議案書１７ページを御覧ください。

初めに本条例の改正の要旨について説明いたします。

本町の個人の町民税と固定資産税の納期はそれぞれ３期で、かつ、納期が重複している

ため、各納期ごとの納税額が大きくなっていることから、納税者が納付しやすい環境を整

えるため、重複月を解消し、それぞれ納期を１期増やし、４期に改正しようとするもので

す。

議案書は１７ページと１８ページになりますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議案

資料で説明いたします。

議案資料１１ページを御覧ください。

条例新旧対照表になります。

右の欄が改正前、左の欄が改正後、改正箇所は下線で示しています。

１２ページにお進みください。

改正内容は、条例制定説明資料により説明いたします。

改正要旨は先ほどと重複いたしますので割愛させていただき、改正内容の表にて説明い

たします。

表は、左から順に、期別、税目、月数となっており、上段の表が改正前の町税４税の納

期、下段の表が改正後の納期となります。

上段の改正前の表１段目と２段目が、町民税と固定資産税の現在の納期で、それぞれ第

１期が６月１日から６月３０日まで、第２期が８月１日から８月３１日まで、第３期が１

０月１日から１０月３１日までと、重複した納期設定となっていることから、１期当たり

の納税額が大きくなり、分納相談なども多いことから、納税者の負担となっている状況で

す。

下段の改正後の表は、負担の集中を回避し、期別当たりの納税額の軽減を図り、納税者

が納付しやすいよう、表１段目、町民税の納期を現在の納期に、第４期１２月１日から１

２月１５日までを追加し、４期とし、表２段目、固定資産税の納期を、第１期を５月１日

から５月３１日まで、第２期を７月１日から７月３１日まで、第３期を９月１日から９月



- 27 -

３０日まで、第４期を１１月１日から１１月３０日までに改正し、４期にしようとするも

のです。

なお、軽自動車税と国保税の納期の改正はありません。

最後に、１１ページにお戻りください。

下段附則です。

附則第１条、施行期日です。

「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするものです。

附則第２条、経過措置です。

「この条例による改正後の第４０条第１項及び第６８条第１項の規定は、令和８年度以

後の年度分の町民税及び固定資産税について適用し、令和７年度分までの町民税及び固定

資産税については、なお従前の例による。」とするものです。

以上で議案第９２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第９２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

ただいま議題となりました、議案第９２号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定

の件は、総務産業常任委員会に付託いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第９３号から日程第１９ 議案第９７号まで

○議長（西原 浩君） 日程第１５ 議案第９３号別海町議会議員の議員報酬額及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１６ 議案第９４号特

別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程第１７ 議案第９５号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第１８ 議案第９６号別海町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１９ 議案第９７号第１号会計年度任

用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての５件については、別海町議会会議規則にのっとり一括議題といたします。

内容について、順次説明を求めます。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 議案第９３号から議案第９７号までの５件は関連があり

ますので、一括して内容説明をいたします。

初めに、本年度の給与改正に関する経過について申し上げます。

人事院は、本年８月７日、国家公務員の給与改定について、民間給与の動向を踏まえ、

月例給で平均３.３％、特別給で０.０５か月分、それぞれ引き上げるとともに、通勤手

当、宿日直手当の引上げなどを内容とする勧告を行いました。

これに基づき、１１月１１日、国家公務員の給与を人事院勧告どおり改正することが閣

議決定されたところです。

今回の関係条例５件の改正につきましては、従来どおり人事院勧告の内容に沿って、所

要の改正を行おうとするものです。
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また、別海町議会議員特別職及び教育長においても、１２月に支給する期末手当につい

て人事院勧告に併せ、支給率を０.０５か月分である１００分の５を引き上げる改正を行お

うとするものです。

それでは、議案内容の説明に入ります。

議案書では、議案第９３号から議案第９７号で、１９ページから４２ページにおいて、

改正文でお示ししていますが、議案書による改正文の朗読は省略し、各条例の改正説明

は、以降全て議案資料により説明させていただきます。

議案資料の１３ページを御覧ください。

議案第９３号別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について内容説明をいたします。

１３ページは、その新旧対照表で、右が改正前、左が改正後です。

第６条第２項第２号です。

１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の５引上げ、現行の１００分の３２５

を、１００分の３３０に改正するものです。

下段、附則といたしまして、第１項では、この条例は公布の日から施行し、令和７年１

２月１日から適用するものです。

附則第２項では、改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された令和７年１２月の

期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすとするものです。

議案第９３号については以上です。

１４ページにお進みください。

議案第９４号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、内容説明をいたします。

１４ページは、その新旧対照表で、右が改正前、左が改正後です。

第４条第４項第２号です。

特別職の１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の５引上げ、現行の１００分の

２６０を１００分の２６５に改正するものです。

下段附則といたしまして、第１項は、議員報酬条例の改正と同様、令和７年１２月１日

からの適用。

そして、第２項も同様に、改正前の規定に基づいて支給された令和７年１２月の給与

は、改正後の規定による給与の内払いとみなすとするものです。

議案第９４号については以上です。

１５ページにお進みください。

議案第９５号教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、内容説明をいたします。

１５ページは、その新旧対照表で、右が改正前、左が改正後です。

第３条第４項第２号です。

教育長の１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の５引上げ、現行の１００分の

２６０を１００分の２６５に改正するものです。

下段附則といたしまして、第１項は、議員や特別職の条例改正と同様、令和７年１２月

１日からの適用。

そして、第２項も同様に、改正前の規定に基づいて支給された令和７年１２月の給与

は、改正後の規定による給与の内払いとみなすとするものです。
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議案第９５号については以上です。

１６ページにお進みください。

議案第９６号別海町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、

内容説明をいたします。

本改正条例は、改正の適用日に違いがあり、２条立てとしています。

１６ページ表の左上、第１条関係は、令和７年４月１日から適用する改正。

次に、３５ページからになりますが、表の左上、第２条関係は、令和８年４月１日から

適用する改正となります。

本改正条例につきましても、１６ページから３７ページにおいて、新旧対照表で示して

おりますが、内容が多岐にわたりますので、３８ページから４２ページの説明資料により

内容説明をいたします。

３８ページにお進みください。

３８ページ以降、説明資料の表は、改正する手当等の項目別にまとめたもので、左か

ら、改正項目、その右隣で改正を行う給与条例の関係条項、そして改正内容、適用年月日

の順で示しています。

まず、改正項目、宿日直手当についてです。

宿日直手当の改正は、令和７年４月１日から適用とする第１条関係の改正で、内容につ

いては、人事院勧告に基づき、常直的宿日直手当の月額限度額を２万２,０００円から２万

３,５００円とするものです。

３９ページにお進みください。

次に、改正項目、期末手当についてです。

改正内容の上段、第１条関係は、令和７年４月１日から適用する期末手当の１２月期の

支給割合の改定です。

６月期に変更はありませんが、１２月期において、１００分の２.５を引上げ、１００分

の１２７.５、再任用職員についても、１００分の２.５を引上げ、１００分の７２.５とす

るものです。

この引上げにより、年間支給割合の合計は１００分の２５２.５、再任用職員については

１００分の１４２.５となります。

次に改正内容の下段、第２条関係は、令和８年４月１日から適用する期末手当の６月期

と１２月期の支給割合の改定です。

先ほどの令和７年度分は、引上げ分を１２月期に寄せて、年間支給割合の合計を１００

分の２５２.５、再任用職員については１００分の１４２.５としましたが、令和８年度か

らは、年間支給割合は変わらないものの、６月と１２月を均等にし、それぞれ１００分の

１２６.２５、再任用職員については、１００分の７１.２５とするものです。

４０ページにお進みください。

次に、改正項目、勤勉手当です。

先ほどの期末手当と同様の改正になります。

改正内容の上段、第１条関係は、令和７年４月１日から適用する勤勉手当の１２月期の

支給割合の改定で、６月期に変更はありませんが、１２月期において、１００分の２.５を

引上げ、１００分の１０７.５、再任用職員についても、１００分の２.５を引上げ、１０

０分の５２.５とするものです。

この引上げにより、年間支給割合の合計は１００分の２１２.５、再任用職員について
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は、１００分の１０２.５となります。

次に改正内容の下段、第２条関係は、令和８年４月１日から適用する勤勉手当の６月期

と１２月期の支給割合の改定です。

令和７年度分は、引上げ分を１２月期に寄せて、年間支給割合の合計を１００分の２１

２.５、再任用職員については１００分の１０２.５としましたが、令和８年度からは、年

間支給割合は変わらないものの、６月と１２月を均等にし、それぞれ１００分の１０６.２

５、再任用職員については、１００分の５１.２５とするものです。

４１ページにお進みください。

次に改正項目、通勤手当です。

通勤手当の改正は、令和７年４月１日から適用する第１条関係の改正で、内容について

は、自動車等による片道通勤距離に応じた支給額について、１０から１５キロ７,１００円

を７,３００円に、１５から２０キロ１万円を１万４００円に、２０から２５キロ１万２,

９００円を１万３,５００円に、２５キロ以上１万５,８００円を１万６,６００円とするも

のです。

４２ページにお進みください。

次に、給料表の改正です。

給料表の改正は令和７年４月１日から適用する第１条関係の改正となりますが、給料表

（一）、一般職で申し上げますと、初任給については、大卒初任給を１万２,０００円増の

２３万２,０００円に、高卒の初任給を１万２,３００円増の２０万３００円に引上げ、こ

れを踏まえ、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年より大幅に引き上げる形で、

平均改定率３.３％を引き上げる改正をしようとするものです。

なお、給料表（二）から（四）についても、給料表（一）との均衡を基本に改正しよう

とするものです。

給料表につきましては、資料の１９ページから３４ページに新旧対照表により記載して

おりますが、それぞれの額についての説明は省略させていただきます。

改正項目については以上となります。

申し訳ありません、資料の３６ページにお戻りください。

附則となります。

第１項、この条例は公布の日から施行するものとしますが、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。

また、第２項ですが、第１条による改正後の給与条例は、令和７年４月１日から適用す

るとするものです。

第３項は、給与の内払いの規定で、第１条、改正後の規定を適用する場合は、改正前の

給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払いとみなすとするもので

す。

最後に、第４項は規則への委任規定で、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

めるとするものです。

議案第９６号別海町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の説明は以上とな

ります。

４３ページにお進みください。

次に、議案第９７号第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容説明をいたします。



- 31 -

４３ページは、その新旧対照表で、右が改正前、左が改正後です。

本改正条例は、改正内容の適用日の違いにより、２条立てとしております。

まず、４３ページ、表の左上、第１条関係は、令和７年４月１日から適用する改正と

なっています。

第７条、期末手当の第２号の改正前１００分の１２５を、改正後では、６月に支給する

場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７.５

に、続く第７条の２、勤勉手当の第２号、４４ページとなりますが、改正前１００分の１

０５を、改正後では、６月に支給する場合においては１００分の１０５、１２月に支給す

る場合においては１００分の１０７.５に改正しようとするものです。

４５ページにお進みください。

次に、４５ページ、表の左上、第２条関係は、令和８年４月１日から施行する改正と

なっています。

第７条、期末手当の第２号の改正前、６月に支給する場合においては１００分の１２

５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７.５、改正後では１００分の１２

６.２５に、続く第７条の２、勤勉手当の第２号、４６ページになりますが、改正前、６月

に支給する場合においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分

の１０７.５を、改正後では１００分の１０６.２５に改正しようとするものです。

いずれも職員の支給割合と同様の改正となります。

附則になります。

第１項では、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は令和８年４月

１日から施行するとするものです。

第２項では、第１条による改正規定は令和７年４月１日に遡って適用するとするもので

す。

第３項では、改正前の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条

例に規定する期末手当及び勤勉手当の内払いとみなすとするものです。

以上で議案第９３号から議案第９７号までの内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第９３号から議案第９７号の５件について内容説明が終わり

ましたので、これから一括質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

ここで１時まで休憩いたします。

午前１１時５６分 休憩

──────────────

午後 １時００分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第９８号

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

日程第２０ 議案第９８号別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。
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○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 議案第９８号別海町職員の定年等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、内容説明をいたします。

本条例改正は、町立別海病院に勤務する医師について、その定年年齢を現在の６５歳か

ら７０歳に引き上げるため、所要の改正を行うものです。

改正の理由としましては、全国的な医師不足が社会問題となっていますが、その中で

も、特に地方自治体における医師確保は年々困難を増してきております。

本町においても、ほかの多くの自治体と同様に、近年、深刻な医師不足が問題となって

いますが、住民の生命、健康を守るという自治体の基本的責務を果たし、地域医療の継続

性を確保するためには、新たな医師確保のほか、現在町立病院に勤務し、地域医療に従事

されている医師の方が、より長く安定的に本町の病院で勤務いただけるような条件整備が

併せて必要となっています。

地方公務員法の第２６条の６第３項においては、「職員に関しその職務と責任に特殊性

がある場合や、欠員の補充が困難である場合は、当該職員の定年については、条例で別の

定めをすることができる」と定められていることから、不足する医師に係る定年年齢の引

上げについて、病院側、該当となる医師側と協議を進めてきましたが、今般、病院に勤務

されている当該医師全員から、定年年齢を７０歳に引き上げることについて、その了承を

得ましたので、本条例改正を行おうとするものです。

それでは、本条例の具体的な改正か所の説明に移ります。

議案書では４３ページにおいて、改正文でお示ししていますが、議案書の朗読は省略さ

せていただき、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の４７ページをお開き願います。

別海町職員の定年等に関する条例の新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

第３条中、「職員の定年は、年齢６５年とする。」の後に、「ただし、医療業務に従事

する医師の定年は、年齢７０年とする。」のただし書を加えるものとなります。

附則として、「この条例は、公布の日から施行する。」とするものです。

以上で議案第９８号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第９８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２１ 議案第９９号

○議長（西原 浩君） 日程第２１ 議案第９９号別海町手数料条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 経営管理部長。

○経営管理部長（寺尾真太郎君） 議案第９９号別海町手数料条例の一部を改正する条例
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の制定について、内容説明をいたします。

議案書は４４ページになります。

本条例改正は、自治体情報システムの標準化により、窓口交付の住民票と、コンビニエ

ンスストア等に設置される多機能端末機等による、住民票の様式が統一されることに伴う

改正及び本条例で引用している法律名称の整理に伴う改正を行うものです。

それでは、議案本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料で説明いたします。

議案資料の４８ページを御覧ください。

別海町手数料条例新旧対照表で、右側が改正前、左側が改正後となります。

第５条第２項第１９号は、改正前において引用している法律名、「犯罪被害者等給付金

の支給等に関する法律」を、改正後におきまして、「犯罪被害者等給付金の支給等による

犯罪被害者等の支援に関する法律」に改めるものです。

次に別表１９の住民票の写しの交付の事項において、改正前の「１枚につき２００円」

を、改正後において、「１件につき２００円」に改めるとともに、改正前のただし書を削

るものです。

附則です。

施行日につきましては、議案第９１号で御説明いたしましたシステムの移行日に併せ、

令和８年２月２３日とするものです。

以上で議案第９９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第９９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第１００号

○議長（西原 浩君） 日程第２２ 議案第１００号別海町立へき地保育園条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○福祉部次長（石戸谷友絵君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部次長。

○福祉部次長（石戸谷友絵君） 議案第１００号別海町立へき地保育園条例の一部を改正

する条例の制定について、内容説明をいたします。

議案書の４５ページをお開きください。

本条例は、町立へき地保育園４園のうち、西春別へき地保育園及び本別海へき地保育園

の２園が、令和８年３月３１日をもって閉園することから、所要の改正を行おうとするも

のです。

初めに、閉園までの経緯について申し上げます。

西春別へき地保育園については、同じ地域の小学校、中学校が閉校となり、今後におい

ても、入園児数の増加は見込めないこと、加えて、小学校への接続に向けた諸問題が懸念

されることなどから、父母の会から閉園の要望を受け、令和８年度から上西春別保育園へ

統合するものです。

次に、本別海へき地保育園につきましては、令和６年度、７年度と、入園希望者がいな
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いことから休園となっており、今後の園運営について、地元町内会長らと協議を重ねてま

いりました。

本別海、走古丹地区における入園対象年齢の児童がいる保護者を対象としましたアン

ケート調査を実施し、その結果と、２年間入園児がいない状況を踏まえまして、閉園もや

むを得ないとの判断に至りました。

両地区の町内会から閉園について承諾をいただいたことから、令和８年度から別海保育

園へ統合するものです。

続きまして、議案内容の説明をいたします。

改正本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により説明いたします。

議案資料の４９ページをお開きください。

条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となっております。

第２条の表中、改正前、上から１行目の、西春別へき地保育園及び４行目の本別海へき

地保育園の項を削除するものです。

なお、附則としまして、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするもの

です。

以上、議案第１００号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１００号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第１０１号

○議長（西原 浩君） 日程第２３ 議案第１０１号別海町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。

内容について説明を求めます。

○福祉部次長（石戸谷友絵君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 福祉部次長。

○福祉部次長（石戸谷友絵君） 議案第１０１号別海町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についての内容説明をいたしま

す。

議案書４６ページをお開き願います。

本条例は、児童福祉法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の国の基準府令

が一部改正されたことに伴い、別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例、別海町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、別

海町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、別海町

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の四つの条例の一部を改正

しようとするものです。

改正本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により説明いたします。

議案資料の５０ページをお開きください。
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５０ページから５７ページまでは、本改正案の新旧対照表となっております。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となっております。

次に、５８ページにお進みください。

改正内容は、改正条例制定説明資料により御説明いたします。

なお、今般の条例改正におきまして、文言等の整理を行っておりますが、こちらにつき

ましては、説明を省略させていただき、主な改正内容に沿って説明いたしますので御承知

おき願います。

表は、左から順に番号、改正内容、改正条例及び条項等、適用年月日、適用法令となっ

ております。

１番ですが、引用条項であります児童福祉法第３３条の１２第２項及び第３項が新設さ

れたことに伴う改正となっております。

改正する条例条項は、家庭的保育事業基準条例第１２条のほか、説明資料に記載のとお

りとなっております。

２番は、国の基準府令改正に併せ、利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる場合を追加する改正となっております。

従来は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断が行われた場合のみでし

たが、新たに母子保健法に基づく乳幼児健診が行われた場合を追加するものです。

改正する条例条項は、家庭的保育事業基準条例第１７条第２項となっております。

次に、３番から５番ですが、乳児等通園支援事業基準条例の改正となります。

３番は、基準府令の改正に併せまして、乳児等通園支援事業者の一般原則、第５条を第

２章第１節の通則から、第１章総則の章へ改正するものとなっております。

４番は、こちらも国の基準府令に併せまして、第９条、第１０条、第１３条及び第１８

条中の乳児等通園支援事業者を乳児等通園事業所に改めるものです。

続きまして、５番は、こちらも国の基準府令に併せまして、第２条第３項中の利用定員

の意義を明確にするため、括弧書きの定義規定を追加することに伴う改正となっておりま

す。

資料５７ページにお戻りください。

附則となります。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条中別海町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例目次から第１０条までの改正規定、第１３条中の改

正規定、第１６条第７号から第２０条第３項までの改正規定は、令和８年４月１日から施

行するとするものです。

以上で議案第１０１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第１０２号

○議長（西原 浩君） 日程第２４ 議案第１０２号別海町母子健康センター設置条例の
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一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○母子健康センター長（根本博美君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 母子健康センター長。

○母子健康センター長（根本博美君） それでは、議案第１０２号別海町母子健康セン

ター設置条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。

議案書の４９ページを御覧ください。

初めに、本条例改正に関連する本町の産後ケア事業について説明をいたします。

本町の産後ケア事業については、産後１年未満の母子に対して心身のケアや育児サポー

トなどの育児支援を目的として、対象者を町民に限定した上で、利用者負担を無償として

実施しているところです。

国においては、全ての妊産婦へ切れ目のない支援を提供する観点から、里帰りをしてい

るものであっても、里帰り先の市区町村において、産後ケア事業の対象者として対応する

ことが望ましいとしていることから、今般、里帰り出産等で一時的に本町に滞在している

母子に対しても、産後ケア事業を実施するために、新たに利用者負担を設定するもので

す。

現在、本町で実施する産後ケア事業は、母子健康センターで実施するデイケア型ショー

ト及びロング、外部事業者に委託して実施するデイケア型、宿泊型がありますが、令和８

年度からは、さらに訪問型を追加し、このうち、母子健康センターで実施するデイケア型

ショートと訪問型について、利用者負担を設定の上、本町に住所のない里帰り出産者など

も利用できるよう、事業内容を拡充するものです。

それでは、議案の朗読は省略し、改正内容について、議案資料により説明をいたしま

す。

議案資料の５９ページを御覧ください。

本条例の新旧対照表となります。

右が改正前、左が改正後、下線部分が改正箇所となります。

第４条、使用料、第１項の表の区分、産後ケアについて、使用料の欄に、その他の区分

を追加し、デイケア型ショート１回につき６,０００円及び訪問型１回につき６,０００円

を新たに定めるものです。

また、同条第２項の使用料の徴収時期について、実態に沿った内容へ改正を行うもので

す。

これまでは申込みのときに徴収とし、既に納入した使用料は返還しないとしておりまし

たが、実態に合わせて使用するときに徴収する内容へと改めるものです。

附則として、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするものです。

以上、議案第１０２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 議案第１０３号及び日程第２６ 議案第１０４号
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○議長（西原 浩君） 日程第２５ 議案第１０３号別海町水道事業給水条例の一部を改

正する条例の制定について、日程第２６ 議案第１０４号別海町下水道条例の一部を改正

する条例の制定についての２件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により、

一括議題といたします。

内容について順次説明を求めます。

それでは初めに、議案第１０３号別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

についての説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 関連がありますので、議案第１０３号と議案第１０４

号について、一括で御説明をさせていただきたいと思います。

初めに、議案第１０３号別海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て、内容説明をいたします。

議案書の５１ページを御覧ください。

本条例の改正は、能登半島地震の際、各被害地において、地元の給水装置の指定工事事

業者が不足し、宅内配管の復旧作業が長期化したことを踏まえ、国のほうから、災害その

他非常の場合は、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置工事を可

能とする技術的助言の通知があり、本町においても同様の改正を行おうとするものです。

それでは、議案の内容説明をいたしますが、議案本文の朗読は省略いたしまして、別冊

の議案資料により御説明いたします。

議案資料の６１ページをお開きください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となります。

第１１条第１項、新設等の費用負担に次のただし書を加える。

「ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以

下この項において同じ。）又は他の市町村長が同項の指定をした者が、給水装置工事を施

行する必要があると認めるときは、この限りではない。」

附則として、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするものです。

以上で議案１０３号の内容説明を終わります。

続きまして、議案第１０４号別海町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

内容説明をいたします。

議案書の５２ページを御覧ください。

本条例の改正は、先ほどの議案第１０３号と同様に、能登半島地震により多くの家屋で

宅地内の排水設備等が破損したことや、指定工事店自身も被災したことにより、排水設備

等の復旧が遅れることになったことを踏まえ、被災地での排水設備等の工事が円滑に実施

されるよう、標準下水道条例（国が下水道法第２５条に基づき、下水道管理者において、

制定する条例に係る技術的助言）が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするも

のです。

それでは、議案の内容説明をいたしますが、議案本文の朗読は省略し、別冊の議案資料

により、御説明いたします。

議案資料の６２ページをお開きください。
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条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となります。

第６条第１項、排水設備等の工事の実施中、「（規則で定める軽微な工事を除く。）

は、町長が」を「は、次の各号に掲げる工事を除き」に改め、「者として」の次に「町長

の」を加え、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。

「（１） 町が施行する工事」、「（２） 災害その他非常の場合において、町長が他

の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長

の指定を受けた者が行う工事」、「（３） 規則で定める軽微な工事」。

附則として、「この条例は、令和８年４月１日から施行する。」とするものです。

以上で、議案第１０４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０３号及び議案第１０４号の内容説明が終わりましたの

で、本件の質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第１０５号

○議長（西原 浩君） 日程第２７ 議案第１０５号別海町立学校設置条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○教育部次長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 教育部次長。

○教育部次長（ 川具哉君） 議案第１０５号別海町立学校設置条例の一部を改正する条

例の制定について、内容説明をいたします。

議案書の５３ページをお開きください。

本条例は、西春別小学校及び西春別中学校が令和８年３月をもって閉校し、上西春別小

学校及び上西春別中学校へ統合となることに伴い、関係条文の整備を行おうとするもので

す。

経緯としましては、西春別小学校及び西春別中学校につきましては、令和４年度からコ

ミュニティ・スクールにおいて、学校の在り方についての協議が積み重ねられ、令和６年

９月に、西春別学校区学校運営協議会や、西春別小学校及び中学校のＰＴＡなどから、統

合についての要望書の提出がありました。

この要望を受け、地域と統合に向けた協議を進め、令和６年１０月に開催された別海町

総合教育会議での協議を経て、令和８年３月３１日をもって閉校することとなったもので

す。

それでは、改正本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により御説明いたし

ます。

議案資料の６３ページをお開きください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所となります。

上段の別表第１の表中、上から５行目の「別海町立西春別小学校」の項を削り、下段の

別表第２の表中、上から４行目の「別海町立西春別中学校」の項を削るものです。
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なお、附則としまして、この条例は、令和８年４月１日から施行するものです。

以上で議案第１０５号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第１０６号

○議長（西原 浩君） 日程第２８ 議案第１０６号別海町青少年問題協議会条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） 議案第１０６号別海町青少年問題協議会条例の一部を改

正する条例の制定について、内容を説明いたします。

議案書の５４ページをお開き願います。

本条例は、地方青少年問題協議会法に関する条例の一部改正に伴う改正により、別海町

青少年問題協議会が行う所掌事務の内容にそごが生じていることから、現状に即した内容

に改正するもの及びいじめ防止対策推進法の規定に基づくいじめ防止等のための対策を実

効的に行うための措置として、いじめ重大事態の事実関係の調査を行う対策組織を設置し

ようとするものです。

それでは、議案書では５４ページから５５ページに改正本文をお示ししていますが、改

正本文の朗読は省略させていただき、主な改正内容について、別冊の議案資料新旧対照表

にて御説明いたします。

議案資料の６４ページをお開き願います。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表です。

表の右側が改正前、左側が改正後、下線部分が改正箇所になります。

まず第１条の設置の改正は、国のいじめ防止対策推進法では、いじめ重大事態等の調査

について、必要がある場合は、附属機関を設けて再調査を行うことができる旨、明記され

ていることから、当協議会を調査、審議、連絡調整等を行う機関と位置づけて、設置目的

に追加しようとするものです。

次に、第２条、所掌事務の改正は、本協議会に求められる役割をより明確にするため、

所掌事務を新たに追加しようとするものです。

次に、第３条の組織の改正は、改正前第２条第１項及び第２項の内容を、改正後におい

て、１項に整理し、改正前第３項及び第４項を１項ずつ繰下げ、第３条とするものです。

次に、第４条の会長、副会長の改正は、現行の会長、副会長の選任方法及び事務内容に

ついて改正し、改正前第３条を第４条とするものです。

次に、第５条の専門委員の改正は、第２条第１項第３号に規定する国のいじめ防止対策

推進法第３０条第２項に基づく調査を行う場合に、必要な専門員の設置について追加しよ

うとするものです。

次に、第６条、補則の改正は、施行に伴う必要な事項は、現行規則において定めている
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ことから、その旨を改正しようとするものです。

最後に附則としまして、この条例は、公布の日から施行し、第３条の改正規定について

は、令和８年４月１日から施行するものです。

以上で議案第１０６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） はい。

この後付託されて、審査が始まるんですが、その前にですね、前提となるお話のことに

ついてお聞きをしたいと思います。現状についてですね。

現条例ではね、委員が１５人以内で組織するとなっていて、規則に区分が書いてあっ

て、町議会議員２人以内、関係行政機関の職員に４人以内、学識経験者９人以内と、こう

いうふうになってるんですが、現状としてですね、これらの区分の委員さんがどなたであ

るかっていうことをちょっとお聞きしたいと思います。

それから、２点目なんですがね、最近開かれた協議会は、いつ開かれたのかということ

をお聞きしたいと思います。

○議長（西原 浩君） 答弁調整のため暫時休憩いたします。

午後 １時３３分 休憩

──────────────

午後 １時３４分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） お答えいたします。

まず現状の委員の役職ですが、社会教育委員長、別海町校長会校長、別海町防犯協会会

長、民生委員児童委員協議会会長、別海町青年団体協議会会長、別海町教育研究協議会生

徒指導部会、保健生活部生活環境課長、北海道別海高等学校校長、別海町商工女性部部

長、別海町小中学校ＰＴＡ連合会会長、福祉部福祉課長、学識経験者、スクールソーシャ

ルワーカー２名、臨床心理士１名、合計１５名となっております。

また、協議会の開催ですが、全体での第１回別海町青少年問題問題協議会の開催は、令

和７年７月３日に開催をしております。

以上です。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） ちょっと区分ごとに聞きたかったんですがね。

議会議員が２人以内ってなってるけど、これは現状としては誰もなってないので０人か

なというふうに思うんで、２人以内ですから０人でもいいわけですよね。

それから関係行政機関の職員４人以内となってますが、これは誰なんですか。

それから学識経験者が９人以内となってるんですが、これは誰なんですか。

数が合わないんですよ。
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１５人委員いるんでしょう、議員２人はないわけですから。なぜ１５人になっちゃうの

かよく分かりません。そのことをお聞きするのとですね。

それからもう一つは、直近で開かれた協議会は、たしか今年の７月３日っていうふうに

なってるかなというふうに、答弁になったかなというふうに思うんですが、その前はいつ

行われてましたか。

○議長（西原 浩君） 答弁調整のため暫時休憩いたします。

午後 １時３８分 休憩

──────────────

午後 １時４２分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） お答えいたします。

規則のほうでは、それぞれ行政関係の職員、または議員、あと学識経験者、載っており

ますが、現在学識経験者については４名、行政の関係職員については３名、現在、そごが

生じている状況にあります。

これにつきましては、今回条例を改正いたしますが、規則についても改正を行い、整理

をしたいと考えております。

また、協議会の会議ですが、７月３日以前の会議については、令和６年６月２１日に開

催をしております。

以上です。

○１３番（中村忠士君） はい。

○議長（西原 浩君） １３番中村議員。

○１３番（中村忠士君） ちょっとよく分からないんですが、関係行政機関の職員は３人

で、学識経験者が４人で、合わせて７人なんだけれども、委員さんは１５人いるというの

は、そのほかの８名の方ですか、８人はどういう区分になっているんでしょうか。

○議長（西原 浩君） 答弁調整のため暫時休憩いたします。

午後 １時４４分 休憩

──────────────

午後 １時４４分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） お答えいたします。

内訳についてそごはありますが、現在１５名以内で任命をして、協議会を運営しており

ます。

以上です。

○議長（西原 浩君） そのほか質疑はありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） ないようですので質疑を終わります。

ただいま議題となりました、議案第１０６号別海町青少年問題協議会条例の一部を改正

する条例の制定の件は、福祉文教常任委員会に付託いたします。
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──────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第１０７号

○議長（西原 浩君） 日程第２９ 議案第１０７号工事請負契約の締結について（根室

中部３号主要幹線改良舗装工事）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 議案第１０７号の内容説明をいたします。

議案の５６ページを御覧願います。

本案は、工事請負契約の締結にあたり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

最初に、議案本文を朗読いたします。

１契約の目的、根室中部３号主要幹線改良舗装工事。

２契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。

３契約金額、２億４,０９０万円、内消費税及び地方消費税額２,１９０万円。

４契約の相手方、寺井・高玉経常共同企業体、経常共同企業体構成員代表者、野付郡別

海町別海１３０番地の１８、寺井建設株式会社、代表取締役寺井範男、野付郡別海町別海

常盤町５番地、高玉建設工業株式会社、代表取締役社長髙玉哲朗。

次に、本案提出に至るまでの、入札等の経過について御説明いたします。

公募期間は、１０月９日から１０月３０日までの休日を除く１５日間。

応募者数は４者で、資格審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。

入札の執行は、１１月２７日。

島影建設株式会社、角川建設株式会社、株式会社別海、寺井・高玉経常共同企業体の４

者による指名競争入札を行い、１回目の入札で落札いたしました。

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は、２億２,０００万円、最低入札価格は、２

億１,９００万円で、最低入札者であります本案の寺井・高玉経常共同企業体と現在仮契約

中であります。

なお、工期は、本契約日の翌日から、翌年１２月１８日までを予定しております。

工事の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。

議案資料の６６ページを御覧願います。

工事の場所は、図面右側、青色実線で示す国道２４３号線から、中央の道道別海厚岸線

と交差して、国道２４３号線に再び接続する黒の太線で表示している計画路線中、赤色の

太線で表示した区間となります。

工事概要ですが、赤色の太線で示す、７６１.５５ｍについて、車道幅員５.５ｍで改良

舗装工事を行うものです。

資料６７ページに、本工事に係る土工定規図を掲載しておりますが、詳細な内容につい

ては説明を省略させていただきます。

以上で、議案第１０７号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）
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○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

ここで１０分間休憩いたします。

午後 １時４９分 休憩

──────────────

午後 １時５６分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３０ 議案第１０８号

○議長（西原 浩君） 日程第３０ 議案第１０８号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて（別海町ケアハウスみどり野）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第１０８号公の施設に係る指定管理の指定につい

て、内容を説明させていただきます。

議案の５７ページをお開きください。

別海町ケアハウスみどり野につきましては、令和３年度から指定管理者による管理運営

を行ってきましたが、本年度をもって、現在の指定管理期間が満了することから、指定管

理者による管理を継続するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会

の議決を求めるものです。

なお、指定管理者の選定につきましては、本年１０月３０日開催の指定管理者選定委員

会にて、現在の指定管理者は、入居者が安心して生活できるよう、総合的なサービスの提

供に努めており、施設の設置目的が効果的かつ効率的に達成されていることから、公募に

よらず、社会福祉法人別海町社会福祉協議会を引き続き指定することが適当であるとの意

見をいただいたところです。

それでは、以下議案を朗読し、内容説明に替えさせていただきます。

第１項、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

第１号、名称、別海町ケアハウスみどり野。

第２号、所在地、別海町別海町寿町５１番地。

第２項、指定管理者。

第１号、住所、別海町別海旭町１４９番地の１。

第２号、名称、社会福祉法人別海町社会福祉協議会。

第３号、代表者名、会長佐藤次春。

第３項、指定の期間、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。

以上で議案第１０８号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３１ 議案第１０９号
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○議長（西原 浩君） 日程第３１ 議案第１０９号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて（西春別デイサービスセンター）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第１０９号公の施設に係る指定管理者の指定につい

て、内容を説明いたします。

議案の５８ページをお開きください。

西春別デイサービスセンターにつきましては、令和３年度から指定管理者による管理運

営を行ってきましたが、本年度をもって、現在の指定管理期間が満了することから、指定

管理者による管理を継続するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求めるものです。

なお、指定管理者の選定につきましては、本年１０月３０日開催の指定管理者選定委員

会にて、現在の指定管理者は、居宅介護サービス事業所の指定を受け、西部地区のデイ

サービスセンター事業者として、地域の高齢者との信頼関係も築かれているほか、利用者

の日常生活に定着した事業を行っており、施設の設置目的が効果的かつ効率的に達成され

ていることから、公募によらず、道東あさひ農業協同組合を引き続き指定することが適当

であるとの意見をいただいたところです。

それでは、以下議案を朗読し、内容説明に替えさせていただきます。

第１項、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

第１号、名称、西春別デイサービスセンター。

第２号、所在地、別海町西春別駅前曙町９番地３。

第２項、指定管理者。

第１号、住所、別海町別海緑町１１６番地９。

第２号、名称、道東あさひ農業協同組合。

第３号、代表者名、代表理事組合長浦山宏一。

第３項、指定の期間、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。

以上で議案第１０９号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１０９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３２ 議案第１１０号

○議長（西原 浩君） 日程第３２ 議案第１１０号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて（別海町高齢者生活ハウス）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第１１０号公の施設に係る指定管理者の指定につい

て、内容を御説明いたします。
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議案の５９ページをお開きください。

別海町高齢者生活ハウスにつきましては、令和３年度から指定管理者による管理運営を

行ってきましたが、本年度をもって、現在の指定管理期間が満了することから、指定管理

者による管理を継続するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の

議決を求めるものです。

なお、指定管理者の選定につきましては、本年１０月３０日開催の指定管理者選定委員

会にて、現在の指定管理者は、介護に関する知識と経験が豊富であり、入居者に対する総

合的なサービスの提供に努めており、施設の設置目的が効果的かつ効率的に達成されてい

ることから、公募によらず、道東あさひ農業協同組合を引き続き指定することが適当であ

るとの意見をいただいたところです。

それでは、以下議案を朗読し、内容説明に替えさせていただきます。

第１項、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

第１号、名称、別海町高齢者生活ハウス。

第２号、所在地、別海町西春別駅前曙町９番地３。

第２項、指定管理者。

第１号、住所、別海町別海緑町１１６番地９。

第２号、名称、道東あさひ農業協同組合。

第３号、代表者名、代表理事組合長浦山宏一。

第３項、指定の期間、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。

以上で議案第１１０号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１１０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３３ 議案第１１１号

○議長（西原 浩君） 日程第３３ 議案第１１１号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて（別海町酪農研修牧場）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○農政課長（皆川 学君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 農政課長。

○農政課長（皆川 学君） 議案第１１１号公の施設に係る指定管理者の指定について、

内容説明をいたします。

議案書の６０ページになります。

別海町酪農研修牧場については、平成１８年度から指定管理者による管理運営を実施し

てきましたが、本年度をもって、現在の指定管理期間が満了となることから、指定管理を

継続するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものです。

なお、指定管理者の選定については、本年１０月３０日開催の指定管理者選定委員会に

おいて、町と町内３農協が出資設立した会社で、酪農研修の指導体制が整っており、研修

終了後の就農地の確保等、関係機関との密な連携が行われ、施設の設置目的が効果的かつ
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効率的に達成されていることから、公募によらず、有限会社別海町酪農研修牧場を引き続

き指定管理者として指定することが適当であるとの意見をいただいているところです。

それでは、以下議案を朗読し、内容説明に替えさせていただきます。

第１項、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

第１号、名称、別海町酪農研修牧場。

第２号、所在地、別海町西春別３４７番地６３。

第２項、指定管理者。

第１号、住所、別海町西春別３４７番地６３。

第２号、名称、有限会社別海町酪農研修牧場。

第３号、代表者名、代表取締役社長浦山吉人。

第３項、指定の期間、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする

ものです。

以上で議案第１１１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１１１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３４ 議案第１１２号

○議長（西原 浩君） 日程第３４ 議案第１１２号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて（別海町総合スポーツセンター）を議題といたします。

内容について説明を求めます。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（立澤雅彦君） それでは議案第１１２号公の施設に関わる指定管理者の

指定について、内容を説明いたします。

議案書６１ページをお開きください。

現在別海町総合スポーツセンター施設の管理運営に関し、令和５年４月１日から３年

間、一般財団法人別海町地域振興財団を指定管理者として指定し、４期目の管理運営を委

託しておりますが、来る令和８年３月３１日をもって指定管理期間が終了することから、

新たに指定管理者の指定を行うものです。

令和８年３月３１日の指定期間完了に伴い、今年８月２２日に開催いたしました、公募

の有無を判断する指定管理者選択委員会において協議した結果、公募が妥当だとされまし

た。

その後、９月８日から１０月７日までの期間で公募を行った結果、現在の指定管理者で

ある一般財団法人別海町地域振興財団の１団体から申請がありました。

１０月３０日、別海町公の施設に関わる指定管理者の指定手続に関する条例施行規則第

５条に基づく、別海町公の施設に関わる指定管理者選定委員会が開催され、今回申請のあ

りました内容について、審査の結果、候補者として選定され、指定期間においても３年間

が適当であると意見をいただきましたので、このたび、指定の議決を求めるものです。

以下議案を朗読し、議案説明といたします。
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議案第１１２号公の施設に関わる指定管理者の指定について。

公の施設に関わる指定管理者を下記のとおり指定したいので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により議会の議決を求めます。

第１項、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

第１号、名称、別海町総合スポーツセンター施設。

第２号、所在地、各施設の名称及び所在地につきましては、６２ページ、別紙のとおり

となっており、別海町町民体育館から町営テニスコートまでの１３施設となっています。

第２項、指定管理者。

第１号、住所、別海町別海川上町１３９番地の１０８。

第２号、名称、一般財団法人別海町地域振興財団。

第３号、代表者名、代表理事磯田忠雄。

第３項、指定の期間、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで。

以上で議案第１１２号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第１１２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３５ 同意第４号

○議長（西原 浩君） 日程第３５ 同意第４号別海町教育委員会教育長の任命につい

てを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○町長（曽根興三君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 町長。

○町長（曽根興三君） 同意第４号別海町教育委員会教育長の任命について、御説明を申

し上げます。

現在の相澤要教育長につきましては、令和８年２月１５日をもちまして３年間の任期を

満了となっております。

つきましては、相澤要教育長を再任いたしたく、議会の同意を求めるものでございま

す。

任期につきましては、令和８年２月１６日から令和１１年２月１５日までの３年間とな

ります。

主な経歴について申し上げます。

相澤教育長は、昭和５８年３月に、駒澤大学法学部法律学科を卒業後、同年４月から、

本町、西春別中学校を皮切りに教員生活をスタートされました。

平成１６年４月には、野付中学校の教頭となり、以降別海中央中学校で教頭を務めら

れ、平成２２年４月からは、現在の計根別学園、厚岸町の真龍中学校、羅臼中学校、別海

中央中学校で校長を務められ、令和３年３月に定年退職されております。

定年後の令和３年４月からは、本町教育委員会の指導主幹を経て、令和５年２月から

は、教育長を務められておられます。

相澤教育長は、将来を担う子供たちのため、また、よりよい教育行政を推進していただ
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ける方だと思っております。

御審議の上、ぜひ御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（西原 浩君） 同意第４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３６ 同意第５号

○議長（西原 浩君） 日程第３６ 同意第５号別海町教育委員会委員の任命についてを

議題といたします。

内容について説明を求めます。

○町長（曽根興三君） はい。

○議長（西原 浩君） 町長。

○町長（曽根興三君） 同意第５号の提案理由の説明を申し上げます。

本町の教育委員につきましては、現在４名の方を任命しているところですけれども、令

和７年１２月２１日をもちまして、森野志保さんが任期満了となります。

つきましては、森野志保さんを教育委員に再任いたしたく、議会の同意を求めるもので

ございます。

任期につきましては、令和７年１２月２２日から令和１１年１２月２１日までの４年間

となります。

主な経歴について申し上げます。

森野さんは、日本体育大学を御卒業後、平成４年に群馬県にある佐田建設株式会社に勤

務され、仕事をしながらスピードスケートを続けられました。

平成６年に冬季オリンピック、リレハンメルオリンピックに出場し、１,０００メートル

で６位入賞を果たされているとともに、平成１０年の長野オリンピックにも出場されてお

ります。

これらの輝かしい御活躍により、この功績は特に顕著であることから、平成１０年に

は、本町第１号の町民栄誉賞の栄誉に輝いておられます。

平成１１年度から平成２７年度の１６年間は、別海町教育委員会で勤務され、主に社会

教育、また社会体育に携わっていただきました。

現在は本町で日常的な多世代交流や地域の子供に役立つ場をつくりたいということで、

一般社団法人を仲間と立ち上げ、この代表として町民のつながりを目的とした様々な活動

を実践されておられます。

人格、識見ともに大変立派な方で、将来を担う子供たちのために、よりよい教育行政を

展開していただける方だと確信しております。

御審議の上、ぜひ御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（西原 浩君） 同意第５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。
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──────────────────────────────────

◎日程第３７ 報告第１７号から日程第４０ 報告第２０号まで

○議長（西原 浩君） 日程第３７ 報告第１７号専決処分の報告について（中西別上風

連線改良修繕工事）、日程第３８ 報告第１８号専決処分の報告について（町道上風連地

区１号線改良舗装工事）、日程第３９ 報告第１９号専決処分の報告について（町道泉川

第１地区零号線改良舗装工事）、日程第４０ 報告第２０号専決処分の報告について（新

源泉井掘削工事）の４件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により、一括議

題といたします。

内容について、順次説明を求めます。

なお、本件は報告のみであります。

○人事財産課長（齋藤 陽君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 人事財産課長。

○人事財産課長（齋藤 陽君） 報告第１７号から第２０号までの４件につきましては、

一括して説明させていただきます。

議案の６５ページを御覧願います。

報告第１７号から第２０号までの専決処分の報告につきましては、いずれも地方自治法

第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工事請負契約に変更の必

要性が生じ、専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するものです。

各報告につきましては、順次、専決処分書を朗読し、説明させていただきます。

最初に、報告第１７号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日、別海町長曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和６年１２月１３日議案第８３号により議決を経て締結した、中西別上風連線改良舗

装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額、１億５,７５２万円、うち消費税及び地方消費税額１,４３２万円を、１億５,

９４８万９,０００円、うち消費税及び地方消費税額１,４４９万９,０００円に改める。

変更の内容につきましては、本件は、一定の休日の確保が確実になった場合に、経費の

補正を行う週休２日設定工事としており、一定の休日の確保が確実になったこと、及び排

水構造物工、構造物撤去工、防護柵工、標識工において、当初概数としていた数量が確定

したことにより、１９６万９,０００円の増額となったものです。

次に、報告第１８号、議案６６ページを御覧ください。

報告第１８号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１９日、別海町長曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和７年６月１７日議案第５９号により議決を経て締結した、町道上風連地区１号線改

良舗装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額、５,９１８万円、うち消費税及び地方消費税額５３８万円を、５,９８２万９,

０００円、うち消費税及び地方消費税額５４３万９,０００円に改める。
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変更の内容につきましては、構造物撤去工、産業廃棄物処理工及び舗装工で当初概数と

していた数量が確定したことにより、６４万９,０００円の増額となったものです。

次に報告第１９号、議案６７ページにお進みください。

報告第１９号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日、別海町長曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和７年６月１７日議案第５８号により議決を経て締結した、町道泉川第１地区零号線

改良舗装工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額、７,６７８万円、うち消費税及び地方消費税額６９８万円を、７,７０９万９,

０００円、うち消費税及び地方消費税額７００万９,０００円に改める。

変更の内容につきましては、構造物撤去工で当初概数としていた数量が確定したことに

より、３１万９,０００円の増額となったものです。

次に、報告第２０号、議案６８ページにお進みください。

報告第２０号の専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１８日、別海町長曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和６年１２月１３日議案第８４号により議決を経て締結した、新源泉井掘削工事請負

契約の一部を次のように変更する。

契約金額、１億４,３９０万２,０００円、うち消費税及び地方消費税額１,３０８万２,

０００円を、１億４,７４７万７,０００円、うち消費税及び地方消費税額１,３４０万７,

０００円に改める。

変更の内容につきましては、ケーシング挿入費、泥水・残出泥土処理費で、当初概数と

していた数量が確定したことにより、３５７万５,０００円の増額となったものです。

以上で報告第１７号から第２０号までの内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣言

○議長（西原 浩君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会します。

なお、明日は午前１０時から一般質問を行いますので御参集願います。

皆様大変御苦労さまでした。

散会 午後 ２時２４分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

令和 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


